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第 ２ 分 科 会（Ｎｏ.８） 

 

 

１ 日  時   令和８年３月２４日（火）  

         午前１０時００分 開会 

         午前１０時２６分 閉会 

 

２ 場  所   第１委員会室 

 

３ 出席委員（１９人） 

主    査  西 田   一   副  主  査  高 橋   都 

委    員  宮 﨑 吉 輝   委    員  中 村 義 雄 

   委    員  吉 田 幸 正   委    員  金 子 秀 一 

委    員  立 山 幸 子   委    員  小 松 みさ子 

委    員  松 岡 裕一郎   委    員  岡 本 義 之 

委    員  森 本 由 美   委    員  小 宮 けい子 

委    員  中 村じゅん子   委    員  山 田 大 輔 

委    員  宇 土 浩一郎   委    員  本 田 一 郎 

委    員  小 宮 良 彦   委    員  柳 井   誠 

委    員  有 田 絵 里  （副 委 員 長  伊 藤 淳 一） 

 

４ 欠席委員（０人） 

    

５ 出席説明員 

   保健福祉局長  武 藤 朋 美   子ども家庭局長  小 林 亮 介 

   都市ブランド創造局長  小笠原 圭 子   教 育 長  太 田 清 治 

                              外 関係職員 

                               

６ 事務局職員 

委員会担当係長  廣 門 実知江   書    記  岩 瀬 美 咲 
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７ 付議事件及び会議結果 

番号 付   議   事   件 会 議 結 果 

１ 発言の訂正について 

保健福祉局長から３月12

日の分科会における発言

の訂正の申出があり、主

査において許可したこと

を報告した。 

２ 
議案第１号 令和８年度北九州市一般会計予算のうち

所管分 

分科会報告の取りまとめ

を行った。 

３ 
議案第２号 令和８年度北九州市国民健康保険特別会

計予算 

４ 
議案第３号 令和８年度北九州市食肉センター特別会

計予算 

５ 
議案第11号 令和８年度北九州市土地取得特別会計予

算のうち所管分 

６ 
議案第13号 令和８年度北九州市母子父子寡婦福祉資

金特別会計予算 

７ 
議案第16号 令和８年度北九州市介護保険特別会計予

算 

８ 
議案第19号 令和８年度北九州市後期高齢者医療特別

会計予算 

９ 
議案第21号 令和８年度北九州市市立病院機構病院事

業債管理特別会計予算 

10 議案第25号 令和８年度北九州市病院事業会計予算 

11 
議案第32号 北九州市手数料条例の一部改正について

のうち所管分 

12 
議案第36号 北九州市国民健康保険条例の一部改正に

ついて 

13 
議案第38号 北九州市児童福祉施設の設備及び運営の

基準に関する条例等の一部を改正する条例について 
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14 
議案第39号 北九州市特定乳児等通園支援事業の運営

の基準に関する条例について 

15 

議案第45号 北九州市立の義務教育諸学校等の教育職

員の給与等に関する特別措置に関する条例等の一部改

正について 

16 
議案第46号 北九州市職員定数条例等の一部改正につ

いて 

分科会報告の取りまとめ

を行った。 

17 
議案第49号 地方独立行政法人北九州市立病院機構の

出資等に係る不要財産の納付の認可について 

18 
議案第50号 地方独立行政法人北九州市立病院機構定

款の一部変更について 

19 
議案第65号 北九州市介護保険条例の一部改正につい

て 

 

８ 会議の経過 

○主査（西田一君）開会します。 

 初めに、発言の訂正について報告します。 

保健福祉局長から、３月12日の当分科会における発言の一部について訂正の申出がありまし 

たので、主査においてこれを許可いたしました。以上、報告いたします。 

 次に、議案第１号のうち所管分、２号、３号、11号のうち所管分、13号、16号、19号、21

号、25号、32号のうち所管分、36号、38号、39号、45号、46号、49号、50号及び65号の以上

18件を一括して議題とします。 

 ただいまから、分科会報告の取りまとめを行います。 

主査及び副主査において、案文を作成しておりますが、分科会報告については、従来から簡

潔に取りまとめたいとの申合せがあっており、論議された事項を全て盛り込むことは難しいの

で、御了承願います。それでは、案文を事務局に朗読させます。 

（案文の朗読） 

ただいまの案文に対して、意見はありませんか。 

（「なし」の声あり。） 

それでは本案をもって、分科会報告としますので御了承願います。  

（主査及び副主査が挨拶を行った。） 

以上で、閉会します。 

 

        令和８年度予算特別委員会 第２分科会 主 査  西 田   一  ○印  


